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研究要旨 
 
 本特別研究における分担研究及び公開研究会での検討の結果、わが国の周
産期医療体制の課題として、以下の４つの主要な論点が抽出された。 
1． 周産期医療システムの「質」の評価→可視化 
2． 周産期医療機関へのアクセスの確保 
3． 周産期医療人材の確保と養成 
4． 他の診療領域との連携 

今後の周産期医療体制整備指針の改定等の機会に、これらの課題につい
てさらに検討され、具体的な施策につながっていくことが期待される。 

 



 

A. 研究目的と B. 研究方法 
 
 本研究班の分担研究の成果及び公開研
究会の成果を総合し、総括報告書（1）に
おける考察に基づいて、周産期医療体制
整備指針の改定の検討の際に考慮すべき
わが国の周産期医療体制の課題を明らか
にした。 
 
C．研究結果と D．考察 
 わが国の周産期医療体制の課題として、
以下の４つの主要な論点が抽出された。 
1． 周産期医療システムの「質」の評価→

可視化 
2． 周産期医療機関へのアクセスの確保 
3． 周産期医療人材の確保と養成 
4． 他の診療領域との連携 

以下、各主要論点について概要を示す。 
 
1） 周産期医療システムの「質」の評価→

可視化：都道府県の周産期医療システ
ムの質を評価し、改善点を明確にして
示し、システム自身の向上につなげて
いくことを可能にする仕組みが必要。
以下のような事項が評価項目に含ま
れることが望ましい。 
(ア) 受入体制 

① 地域救急医療体制 
1. 産科・胎児救急 
2. 新生児救急 
3. 母体救命救急 

② 高次周産期医療 
1. 出生前診断 
2. 胎児異常の管理 
3. 胎児治療 
4. 新生児外科治療 

③ 災害時の周産期医療体制 
(イ) 医療としての「質」の評

価 
(ウ) PDCA サイクル 

① 症例のフィードバック・意見
交換→ 診療の改善・システ
ムの改善 

(エ) 可視化 

2） 周産期医療機関へのアクセスの確
保：医療機関だけではなく、周産期医
療サービスへの住民のアクセスを確
保する必要性がある。しかし、出生
数・患者数の少ない地域に、すべての
状況に対応可能な医療資源を常時投
入することは不可能である。周産期母
子医療センターへのアクセスを検討
する場合には、地域周産期母子医療セ
ンターを、都市型の施設と地方型の施
設に分けて検討することが考えられ
る。 

地方型地域周産期母子医療センタ
ー（仮称）は、通常時には、大規模
施設と連携し、全体として人材を確
保しつつ、比較的小規模に診療を維
持し、緊急時に大規模施設から緊急
派遣チーム等の応援を受けること等
の方策を講じることで、周産期セン
ター機能を確保することが考えられ
る。 
(ア) 地域におけるアクセス

の確保を検討する際には以下の
事項を考慮すべきである。 
① 行政サービス 
② 妊婦健診 
③ 周産期医療機関へのアクセ

ス 
1. 一次産科医療機関 
2. 地域周産期母子医療セ

ンター 
3. 総合周産期母子医療セ

ンター 
④ 産後ケア 
⑤ 輸血製剤の供給 

(イ) 周産期医療機関へのア
クセスに関して、以下のような数
値目標を設定することが考えら
れる。 
① 例）妊婦健診施設に 30 分以

内に到達できない妊産婦が
10％未満 

② 例）一次産科医療機関に 30
分以内に到達できない妊産



 

婦が 20％未満 
③ 例）総合あるいは地域周産期

母子医療センターに１時間
以内に到達できない妊産婦
が 20％未満、等 

(ウ) 地方型地域周産期母子
医療センター（仮称）と人材派遣
等に関して連携関係にある大規
模周産期母子医療センター等で
は、医療スタッフの緊急派遣シス
テムを整備することが考えられ
る。 

3） 地域における周産期医療人材の確保
と養成： 
(ア) 分娩を取り扱っている

産婦人科医には、病院・診療所を
問わず、勤務軽減が必要であり、
そのためには、病院、診療所とも
に、当直回数、拘束時間の軽減、
勤務の弾力化が必要である。 

(イ) 診療規模の大規模化と
施設あたり勤務医師数の増加に
よって、当直回数、拘束時間の軽
減を達成させることにより、産婦
人科医の確保と妊娠分娩管理の
環境整備を進めることが必要と
なっている。 

(ウ) 24 時間救急対応が求め
られる総合周産期母子医療セン
ターは、複数当直体制を組むこと
が可能な産婦人科医数が必要と
なる。また、新専門医制度では、
これまでより多くの基本領域全
体を網羅した症例を経験する必
要がある。その意味でも、産婦人
科の若手医師の多くが勤務して
いる周産期母子医療センターは
大規模化せざるを得ない客観情
勢にある。また、多くの産婦人科
医を施設内に確保するためには、
周産期以外の領域を目指す産婦
人科医も勤務継続できる環境を
整備する必要がある。従って他の
分野の診療も拡大する必要があ

り、大規模化した周産期母子医療
センターは地域の基幹産婦人科
施設となっていくことになる。 

(エ) 周産期母子医療センタ
ーの相当部分は大規模化が望ま
しい状況にあり、数値目標を設け
ることが考えられる。産婦人科に
ついては専門団体から以下のよ
うな提言がなされており参考と
なる。 
① 数値目標（例）：【平成 26 年

12月 13日日本産科婦人科学
会・日本産婦人科医会 緊急
提言】 
1. 総合周産期母子医療セ

ンター：施設あたりの産
婦人科常勤医 20 名以上 

2. 地域周産期母子医療セ
ンター・その他の地域基
幹分娩取扱病院：施設あ
たりの産婦人科常勤医
10 名以上（地方型の地
域周産期母子医療セン
ターについて別に検討
が必要と考えられる。） 

(オ) 新生児医療についても
事情はほぼ同様であり、各地域、
周産期母子医療センターで適正
な勤務条件を確保するための新
生児科医の必要数を明示した上
で、その確保のための方策を講じ
る必要がある。ドクターカーによ
る緊急迎え搬送等を実施してい
る施設では、それに対応できる要
員を確保する必要がある。周産期
母子医療センターとなっている
病院の小児科診療の大規模化に
ともなう新生児医療の充実を検
討する必要があると考えられる。 

(カ) 稀少診療部門である産
婦人科、小児科については、都道
府県のいわゆる「地域枠」医学
生・研修医の進路の一つとして、
その専攻を積極的に誘導するこ



 

とが考えられる。 
(キ) 地域の周産期医療の質

の向上と医師の負担軽減のため
には、実力のある助産師を地域で
積極的に育成することが重要で
ある。アドバンス助産師の養成の
ためには、多数例の正常妊娠分娩、
及びハイリスク妊娠分娩の経験
が必要であり、そのためには周産
期母子医療センターと地域の一
次産科施設の間で相互研修等を
推進することが考えられる。 

(ク) 地域周産期医療人材の
質の向上のためには、地域で実地
診療に必要な研修会等を積極的
に開催し、地域で人材を育成する
体制整備が必要である。 

(ケ) 周産期母子医療センタ
ーが有する必要のある機能とし
ては以下のような点を考慮する
必要がある 
① 診療内容 

1. 24 時間の救急対応 
2. 地域の周産期医療機

関・救急隊との密接な連
携 

3. 救命救急センターとの
密接な連携 

4. 地域内・地域外の周産期
母子医療センターとの
連携 

5. チーム医療の推進 
6. 災害時の地域周産期医

療提供体制 BCP におけ
る中心的役割 

7. 災害時の母子支援機能 
② 研修内容の充実 

1. 新専門医制度に適合 
2. 基本領域・サブスペシャ

ルティ専門医取得可能
な指導体制 

3. 地域医療機関の医師及
び医療スタッフに対す
る研修の実施 

4. 実力をもった（正常分娩
を任せることのできる）
助産師を育成する体制
の整備： 
(ア) 助産師の助産

実践能力養成を推
進 

(イ) 地域一次分娩
取扱施設との間の
相互研修システム 

③ 望ましい医師の勤務条件の
確保 
1. 女性医師が継続的就労

可能な勤務条件 
(ア) 短時間正規雇

用 
(イ) 院内保育・夜間

保育・病児保育の実
施 

2. 女性医師にも男性医師
にも適正な勤務条件 

3. 処遇の適正化 
(ア) 時間外分娩・手

術手当 
4. 法令遵守 
5. 効率的な勤務体制 

(ア) 交代勤務制 
(イ) 主治医制の廃

止 チーム制の導
入 

(ウ) 在院時間の適
正化 

 
4） 他の診療領域との連携強化： 

(ア) 家庭医療・総合診療領
域： 
① 妊婦健診アクセス困難地域

では、一定の研修を受けた総
合診療医が、地域の周産期医
療機関と連携して、妊婦健診
を担当することが考えられ
る。 

② 分娩取扱施設で十分な数の
産婦人科医の確保が難しい



 

場合、一定の研修を受けた総
合診療医が、施設内の産婦人
科医と連携し、その指導下で
低リスク分娩の管理を担当
することが考えられる。 

③ 円滑な導入のためには産婦
人科と総合診療の専門学会
等が共同して、総合診療医が
産科診療を分担する場合に
必要な研修カリキュラム、診
療ガイドラインが策定され
る必要がある。 

(イ) 麻酔科診療： 
① 周産期救急に適切に対応す

るためには麻酔科医の積極
的な関与が望ましいが、麻酔
科医は絶対的に不足してい
る。周産期母子医療センター
において麻酔科医の確保の
ための取り組みが必要と考
えられる。 

(ウ) 高次医療： 
① 救急医療：産婦人科医の救命

救急医療に対する理解を深
めること、地域における周産
期領域と救命救急領域の連
携体制を強化することが重
要である。そのための教育研
修コースの実施を推進する
とともに、救急医療の専門家
の周産期医療協議会等への
参画を促す必要がある。 

② 災害医療：大規模災害時の地
域周産期医療提供体制を確
保する方策について、事業継
続計画を策定するため、作業
手順を災害医療領域との協
議の上で各自治体が決定す
る必要がある。また、災害時
の母子支援の方策を周産期
母子医療センターが中心と
なり検討すること、周産期医
療従事者の災害対応能力を
高めるための訓練を、各地域

で積極的に実施すること等
の災害対策を推進する必要
がある。 

 
E．結論 
 本特別研究における分担研究及び公開
研究会での検討の結果、わが国の周産期
医療体制の課題として、以下の４つの主
要な論点が抽出された。 
1. 周産期医療システムの「質」の評価→

可視化 
2. 周産期医療機関へのアクセスの確保 
3. 周産期医療人材の確保と養成 
4. 他の診療領域との連携 

今後の周産期医療体制整備指針の改
定等の機会に、これらの課題について
さらに検討され、具体的な施策につな
がっていくことが期待される。 
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